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１ 地域学校協働活動の現状・課題 
 

１ 地域と学校の連携、経緯・背景 
昨今、急激な少子高齢化やグローバル化の進展に伴う激しい社会環境の変化の中で、地

域においては、支え合いの希薄化、教育力の低下、家庭の孤立化などの課題が指摘されて

います。また学校においては、いじめや不登校、貧困などをはじめ子どもを取り巻く問題

が複雑化・困難化し、社会総掛かりで対応することが求められており、地域と学校がパー

トナーとして連携・協働するための組織的・継続的な仕組みが必要不可欠となってきてい

ます。 
こうした社会的背景を踏まえ、国では、「地域学校協働活動の推進」や「地域学校協働

本部の全国整備」、「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の一層の推進」が提

言されている平成２７年の中央教育審議会答申や、平成２８年に具体的な施策と工程表を

まとめた「『次世代の学校・地域』創生プラン」を踏まえ、平成２９年３月に社会教育法

を改正しました。改正においては、地域学校協働活動を実施する教育委員会が地域住民等

と学校との連携協力体制を整備することや、地域学校協働活動に関し地域住民等と学校と

の情報共有や助言等を行う「地域学校協働活動推進員」の委嘱に関する規定の整備を行い、

地域学校協働活動が円滑かつ効果的に実施されるよう推進しています。 
 
●用語解説 
【地域学校協働活動】 
地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い地

域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を

核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して

行う様々な活動。期待される効果として、次のようなものが挙げられる。 
・子ども: 学びの充実によるコミュニケーション能力の向上、地域理解・関心深化 
・教員: 特色ある学校づくり、地域との連携力向上、教育水準の向上、教員の負担減 
・地域住民: 地域活性化、地域課題解決への発展、地域のつながり形成 

 
【地域学校協働本部】 
従来の学校支援地域本部（※）等の地域と学校の連携体制を基盤として、より多くの幅

広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域

学校協働活動を推進する体制。なお、連携の体制は様々な形態があり得るため、地域学校

協働本部について法律上の規定はない。 
※学校支援地域本部：平成２０年から２８年頃に文部科学省が推進していた、学校・家庭・

地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えることを目的とした事業。 
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【地域学校協働活動推進員】 
社会教育法第９条の７において、教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な

実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有す

る者のうちから、「地域学校協働活動推進員」を委嘱することができることとしている。

地域学校協働活動推進員は、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との情報共

有を図るとともに、地域住民等に対する助言などを行うといった、地域と学校をつなぐコ

ーディネーターの役割を果たす。 
 
【地域コーディネーター】 
社会教育法に基づいた地域学校協働活動推進員として委嘱していないが、地域学校協働

活動推進員と同等の役割を果たす者。 
 
【コミュニティ・スクール（学校運営評議会制度）】 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５に基づいて設置される。学校と

地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学

校」への転換を図るための有効な仕組み。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域

の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができ

る。期待される効果として、以下のようなものが挙げられる。 
・子ども: 学びの充実、自己肯定感の向上、地域への愛着、安全の向上 
・教員: 地域との関係構築、子どもと向き合う時間の増加 
・保護者: 安心感、つながり形成 
・地域住民: 経験を活かす機会、地域のつながり形成、安心と生きがい 

 
２ 全国・神奈川県内における地域学校協働活動の推進状況 
（１）全国における地域学校協働活動の推進状況 

令和４年５月に文部科学省が取りまとめたデータによると、地域学校協働本部が整備さ

れている公立学校の数は２０，５６８校で、全国の公立学校のうち、５７．９％で地域学

校協働本部が整備されており、その数は年々増加しています。また学校と地域をつなぐコ

ーディネート役として、全国で３２，９５４人の地域学校協働活動推進員または地域コー

ディネーターがおり、その数も年々増加しています。活動内容は地域によって様々ではあ

りますが、地域学校協働活動が、地域の学びの場、活躍の場、つながりの場として機能し、

地域の教育力を高めるとともに地域づくりのための活動として定着してきていることが

推察されます。 
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また地域学校協働本部の設置率を学校種別に見ると、小学校では７０．７％、中学校で

は６６．０％となっており、全学校種別の中でも小中学校で特に活発に活動が行われてい

ることが伺えます。 
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（２）神奈川県内における地域学校協働活動の推進状況 
神奈川県内の推進状況については、整備率が小学校・中学校・義務教育学校の平均で 

５９．６％と、全国平均からやや下回る水準となっています。地域学校協働活動推進委員

等については、県内で２，８４７人が配置されています。 
また各市区町村の実施方法については、既存の団体を地域学校協働活動に位置付けてい

たり、学校運営協議会や公民館を主体として新たな活動として行っていたりと、それぞれ

の地域性を踏まえた活動を行っており、形態が大きく異なっていることが伺えました。 
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３ 茅ヶ崎市における地域と学校の連携等の現況 
現在、茅ヶ崎市内には、地域学校協働本部を設置、または地域学校協働活動推進員を委

嘱している小・中学校はありません。しかし、既に市内各学校では様々な地域学校協働活

動が活発に行われています。 
そこで、茅ヶ崎市社会教育委員の会議では、地域の各学校で行われている「地域学校協

働活動」の現況について調査を行ったところ、計８７件の事例報告がありました。今回調

査が及ばなかった地域等もあるため、実際の活動は件数以上に行われているものと推察さ

れます。 
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【調査結果に対する社会教育委員の意見・感想】 
調査の結果、茅ヶ崎市においては地域と学校が連携した活動がとても活発に実施されて

いるものの、人員に関する問題やコロナ禍による弊害等、様々な問題を抱えていることが

わかりました。社会教育委員の主な意見は次のとおりです。 
・非常に多くの活動が行われていると感じる。 
・コロナ期間中に教員も異動等があり、地域学校協働活動のノウハウがなくなるケースが

大きな課題となっている。 
・自治会や青少年育成推進協議会など様々な会や集まりがあるが、委員の顔ぶれがどこも

同じになってしまっていることは課題だと考える。 
・社会教育委員として地域学校協働活動に対して何が出来るのかを考えていきたい。 
 

２ 茅ヶ崎市における今後のあり方 
地域学校協働活動は、学校と地域社会が連携し、相互に支え合うことで、子どもたちの

学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを促すために重要な取組です。 
 地域学校協働活動の推進により、地域資源や専門知識を学校に取り入れることで、教育

内容がより実践的で身近なものとなり、子どもたちがより主体的に学習に取り組むことが

できます。また、地域のニーズや課題に対して積極的に関わることで、地域課題解決への

発展にもつながり、地域の文化、歴史、自然、産業等が学校教育に取り入れられることで、

地域の魅力やアイデンティティの向上が図られ、地域に活気が生まれることが期待されま

す。 
 今後～ 
 
【茅ヶ崎における推進方法等を記載】 
 
以上～項目の提言を行いました。 
～総括～ 
 
おわりに 
 
執筆依頼予定 

茅ヶ崎市社会教育委員の会議 副議長 都 浩一 
 
 
 



氏　　名 備考（推薦団体等） 任期

阿曽
あそ

　理英子
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茅ヶ崎市小学校長会
令和４年７月１日～
令和５年３月３１日

都
みやこ

　浩一
こういち

茅ヶ崎市小学校長会 令和５年４月１日～

渡邊
わたなべ

　千奈
ちな

茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会 令和４年７月１日～

鈴木
すずき

　志津江
しづえ

茅ヶ崎市地域婦人団体連絡協議会 令和４年７月１日～

加藤
かとう

　盛
もり

朗
あき

茅ヶ崎市私立幼稚園協会 令和４年７月１日～

沼上
ぬまかみ

　純子
じゅんこ

茅ヶ崎市子ども会連絡協議会 令和４年７月１日～

山本
やまもと

　珠美
たまみ

学識経験者 令和４年７月１日～

岡本
おかもと

　加
かずみ

珠美 茅ヶ崎市ＰＴＡ連絡協議会 令和４年７月１日～

吉原
よしはら

　弘子
ひろこ

学識経験者 令和４年７月１日～

深井
ふかい

　孝一
こういち

茅ヶ崎市青少年指導員連絡協議会 令和４年10月１日～

益田
ますだ

　和子
かずこ

茅ヶ崎市青少年育成推進連絡協議会 令和４年10月１日～

※令和５年７月１日現在

茅ヶ崎市社会教育委員名簿



 

起草委員会  
 

  起草委員  
氏 名 任 期 

吉原 弘子（議長） 令和５年４月１１日～令和６年●月●日 
渡邊 千奈 令和５年４月１１日～令和６年●月●日 
山本 珠美 令和５年４月１１日～令和６年●月●日 
岡本 加珠美 令和５年４月１１日～令和６年●月●日 

 
 

回数 開 催 日 議 題 
第１回 令和５年４月１１日 提言書の作成について 
第２回 令和５年５月１５日 提言書の作成について 
第３回 令和５年７月１４日 提言書の作成について 
第４回 令和５年 月  日 提言書の作成について 
第５回 令和６年 月  日 提言書の作成について 

 



 

 
提 言 

（仮）地域学校協働活動の推進について 
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